
「ケアマネジメントの今後の展望と課題」
～H28年度からのカリキュラムの

見直しを受けて～

平成28年度介護支援専門員
および主任介護支援専門員研修説明会
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平成28年4月6日
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アベノミクス第二ステージ
少子高齢化に歯止めをかけ、50年後も人口1億人を維持。

新・三本の矢は、従来の三本の矢を強化して強い経済を実現するとともに、日本の構造的
な課題である少子高齢化に正面から取り組むもの。

第一の矢 『希望を生み出す強い経済』
•名目GDP500兆円を戦後最大の600兆円に
•成長戦略を含む従来の三本の矢を強化

第二の矢 『夢をつむぐ子育て支援』
•結婚や出産等の希望が満たされることにより希望出生率1.8がかなう社会の実現へ
•待機児童解消、幼児教育の無償化の拡大（多子世帯への重点的な支援）等

第三の矢 『安心につながる社会保障』
•介護離職者数をゼロに
•多様な介護基盤の整備、介護休業等を取得しやすい職場環境整備
•「生涯現役社会」の構築等

•昨年１１月に、緊急に実施すべき対策を取りまとめ
•春頃を目途に、「ニッポン一億総活躍プラン」を策定

※本資料は第１回一億総活躍国民会議 （平成27年10月29日）事務局提出資料を時点修正したもの
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○ ケアマネジメントについて、様々な課題（※）が指摘されていることを踏まえ、ケアマネジメントの在り方の検討の必
要性を指摘。特に、施設におけるケアマネジャーの役割、評価等の在り方について、次期介護報酬改定で結論と
指摘。

※指摘されている課題
・利用者像や課題に応じた適切なアセスメントができていないのではないか。
・サービス担当者会議における多職種協働が十分に機能していないのではないか。
・医療関係職種との連携が不十分なのではないか。
・施設におけるケアマネジャーの役割が不明確なのではないか。 等

○ ケアプラン、ケアマネジャーの質の向上について、以下の指摘

・地域包括ケア実現のため、
・介護保険外のサービスのコーディネート、関係職種との調整
・重度者について医療サービスを適切に組み込む
・自立支援型、機能促進型のケアプラン推進

・ケアマネジャーの独立性、中立性を担保する仕組みを強化
・ケアプランの様式変更やケアプランチェックなどに取り組む
・ケアマネジャーの資格のあり方や研修カリキュラムの見直し、ケアプランの標準化等
・セルフケアプランの活用支援の検討

○ 施設のケアマネジャーの位置づけの明確化が必要との指摘

※平成２３年１１月３０日の介護保険部会の「議論の整理」においても、ケアマネジメントの機能強化に向けての制度的
対応の必要性の指摘。

介護給付費分科会審議報告（平成２３年１２月７日）

介護保険部会意見書（平成２２年１１月３０日）

分科会等で指摘された様々な課題に対応するため検討会を設置し議論を進める。

居宅介護支援に係る指摘等

6



○ 介護保険法の目的・理念としては、高齢者が要介護状態等となっても、尊厳を保持し、その有す
る能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう必要な支援を行うことである。

○ そのため、保険給付は、要介護状態の維持・改善に資するよう行われ、利用者本位による保健・
医療・福祉サービスが、総合的かつ効率的に提供されなければならない。

○ 一方、利用者についても努力義務が唱われており、自ら要介護状態となることの予防のため健康
の保持増進に努めることや要介護状態になった場合であっても、進んでリハビリテーションやその
他の適切なサービスを利用することで、自らが有する能力の維持向上に努めることとされている。

○ 介護支援専門員は、利用者が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識及
び技術を有する者として、介護保険制度を運用する要として重要な役割を担っている。

【保険給付の際の留意点】
○要介護状態・要支援状態の維持改善 ○医療との連携
○利用者の選択に基づいた保健医療福祉サービスの総合的・
効率的な提供
○居宅において、利用者の有する能力に応じ自立した日常生
活の実現

○要介護状態等となることを予防するため、健康の保持増進
に努める
○要介護状態等となっても、リハビリテーション等の適切な
保健医療福祉サービスの利用による能力の維持向上

介護保険における保険給付 利用者の努力・義務

介護支援専門員による支援 ＝ 自立支援

利用者の自立した日常生活の実現

介護支援専門員（ケアマネジャー）の資質向上と今後のあり方
に関する検討会における議論の中間的な整理【総論部分抜粋】
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介護支援専門員の資質向上に関する規定について

介護保険法 第６９条の３４（介護支援専門員の義務）

１ 介護支援専門員は、その担当する要介護者等の人格を尊重し、常に当該
要介護者等の立場に立って、当該要介護者等に提供される居宅サービス、
地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス若しくは地域密着
型介護予防サービス又は特定介護予防・日常生活支援総合事業が特定の
種類又は特定の事業者若しくは施設に不当に偏ることのないよう、公正か
つ誠実にその業務を行わなくてはならない。

２ 略

３ 介護支援専門員は、要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な
援助に関する専門的知識及び技術の水準を向上させ、その他その資質の
向上を図るよう努めなければならない。

新

※ 平成２６年６月１８日に成立した「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等
に関する法律」に基づく介護保険法一部改正により法第６９条の３４第３項の規定が新設された。
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○地域包括支援センターが開催
○個別ケース（困難事例等）の支援内容を通じた
①地域支援ネットワークの構築
②高齢者の自立支援に資するケアマネジメント支援
③地域課題の把握 などを行う。
※幅広い視点から、直接サービス提供に当たらない
専門職種も参加

※行政職員は、会議の内容を把握しておき、
地域課題の集約などに活かす。

地域づくり・資源開発

政策形成
介護保険事業計画等への位置づけなど

地域課題の把握

個別の
ケアマネジメント

市町村レベルの会議（地域ケア推進会議）

事例提供

支 援

サービス
担当者会議
（全ての
ケースにつ
いて、多職
種協働によ
り適切なケ
アプランを
検討）

≪主な構成員≫

その他必要に応じて参加

医師、歯科医師、薬剤師、看護師、
歯科衛生士、PT、OT、ST、管理栄養士、
ケアマネジャー、介護サービス事業者 など

自治会、民生委員、ボランティア、NPO
など

医療・介護の専門職種等

地域包括支援センターレベルでの会議（地域ケア個別会議）

地域の支援者

生活支援
体制整備

生活支援コー
ディネーター

協議体

認知症施策

認知症初期集
中支援チーム

認知症地域支
援推進員

在宅医療
連携の拠点

医師会等
関係団体

医療関係
専門職等

（参考）平成２７年度より、地域ケア会議を介護保険法に規定。（法第１１５条の４８）

○市町村が地域ケア会議を行うよう努めなければならない旨を規定
○地域ケア会議を、適切な支援を図るために必要な検討を行うとともに、地域に
おいて自立した日常生活を営むために必要な支援体制に関する検討を行うものと

して規定
○地域ケア会議に参加する関係者の協力や守秘義務に係る規定 など

地域包括支援センター等において、多職種協働による個別事例の検討等を行い、地
域のネットワーク構築、ケアマネジメント支援、地域課題の把握等を推進する。
※従来の包括的支援事業（地域包括支援センターの運営費）とは別枠で計上

・地域包括支援センターの箇所数：4,484ヶ所（センター・ブランチ・サブセンター合計7,196ヶ所）（平成25年4月末現在）
・地域ケア会議は全国の保険者で約8割（1,207保険者）で実施（平成24年度末時点）
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地域ケア会議の推進
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研修カリキュラムの見直しの背景

ケアマネジメントについて、介護給付費分科会等で様々な課題が指摘される。

「介護支援専門員の資質向上と今後のあり方に関する検討会」の設置
○平成２４年３月から７回にわたり開催
○平成２５年１月に中間とりまとめ
・より実践的な研修となるよう演習に重点を置く

・選択制となっている「認知症」「リハビリテーション」「看護」「福祉用具」といった
科目の必修化

など、研修カリキュラムを見直すことにより研修内容の充実を図るべき。

研修のカリキュラムや実施方法の見直し

「介護支援専門員実務研修」
「介護支援専門員実務従事者基礎研修」
「介護支援専門員専門（更新）研修」
「主任介護支援専門員研修」

「主任介護支援専門員更新研修」

見直し 新規導入
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研修カリキュラムの見直しのポイント①

見直しに当たっての基本的考え方

○地域包括ケアシステムの中で、医療職をはじめ
とする多職種と連携・協働しながら、利用者の尊
厳を旨とした自立支援に資するケアマネジメント

○地域包括ケアシステムの中で、医療職をはじめとする多職種と連携・協働していくことなどがより一層求められる。
○一方で、ケアマネジメントについて様々な指摘。

介護支援専門員 主任介護支援専門員

○地域や事業所におけるスーパーバイズ等を通じ
た人材育成
○地域包括ケアシステムの構築に向けた地域づく
り

「実務研修」と「実務従事者基礎研修」の統合

○初めて実務に就く介護支援専門員が円滑に業務を行える知識・技術を身につけ、求められる役割
が適切に果たせるよう、入口の研修課程となる「実務研修」を充実させることが必要。

実践できる専門職として養成

「実務従事者基礎研修」
（実務に就いて間もないうちに受講）

「実務研修」

実研修として統合 （実務に就く前の研修課程を充実）
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研修カリキュラムの見直しのポイント②

主任介護支援専門員更新研修の創設

○介護支援専門員の人材育成
○地域包括ケアシステムの構築に向けた地域づくり など

○各研修における内容を理解し、専門職として修得しておくべき知識・技術の到達目標に達してい
るかどうかの確認が重要

修了評価の実施

主任専門職として求められる役割

研修修了時に修了評価の実施を導入

○主任介護支援専門員として継続的な資質向上を図ることが必要

主任介護支援専門員の更新制の導入

更新時における研修の実施
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介護支援専門員に係る研修制度の見直し

ケアマネジャー 主任ケアマネジャー

○ 地域包括ケアシステムの中で、医療職をは
じめとした多職種との連携・協働

○ 利用者の尊厳を旨とした自立支援に資する
ケアマネジメントの実践

○ 地域や事業所内におけるケアマネジャーの
人材育成（スーパーバイズ機能の強化）

○ 地域包括ケアシステムの構築に向けた地域
づくりの実践

○ 自立支援に資するケアマネジメントを
実践できるよう、「ケアマネジメントのプ
ロセスの概観」、「サービス担当者会
議」の科目を新設するなど、ケアマネジ
メントプロセスに係る研修内容を充実。

○ 地域包括ケアシステムの構築を踏ま
え、「地域包括ケアと社会資源」、「ケア
マネジメントに必要な医療との連携及び
多職種協働の意義」、「介護支援専門
員に求められるマネジメント（チームマ
ネジメント）」の科目を新設。

○ より実践的な研修内容とするため、
「ケアマネジメントの展開」として演習時
間を確保。

実務研修の見直し

○ 専門職として自己研鑽し、ケアマネジ
メントを実践していく上で必要となる専
門的な知識・技術を修得するため、認
知症・リハビリテーションなどの事例を
活用した「ケアマネジメント演習」、「ケア
マネジメントに必要な医療との連携及び
多職種協働の実践」、「個人学習と相互
学習」の科目を新設。（専門研修Ⅰ）

○ ケアマネジメントは居宅でも施設でも
共通であることを踏まえ、居宅と施設に
関わらず、自らの実践事例を活用する
ことにより、居宅と施設相互のケアマネ
ジメントにおける課題等を学ぶ事例研
究の時間を大幅に拡充。

専門研修の見直し

○ 「人事・経営管理」の科目名を「人材育成と業
務管理」に改め、事業所内や地域のケアマネ
ジャーに対する人材育成の方法等に関する研
修内容を充実。

○ 地域包括ケアシステムの構築に向けた地域
づくりを実践するため、「コミュニティソーシャル
ワーク」の科目について、地域ケア会議等によ
る地域課題の把握・解決などの内容を充実。

○ 地域づくりに必要なネットワークの構築を推
進するため、「ケアマネジメントに必要な医療と
の連携及び多職種協働の構築」の科目を新設。

○ 主任ケアマネジャーの資質向上を図るため、
継続的な研修として「主任介護支援専門員更新
研修」を新たに創設。

○ 研修受講要件に、地域づくりへの参画などの
実践経験を求める。

主任介護支援専門員研修の見直し

目標 目標
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○ケアマネジメントプロセスに係る研修内容の充実
「ケアマネジメントのプロセス」、「サービス担当者会議の意義及び進め方」の科目を新設

○「地域包括ケアシステム及び社会資源」、「ケアマネジメントに必要な医療との連携及び多職種協働の意義」、
「介護支援専門員に求められるマネジメント（チームマネジメント）」の科目を新設

○要介護者等に多く見られる事例を用いて演習を行う「ケアマネジメントの展開」の科目を新設。

カリキュラムの見直しのポイント「実務研修」

見直しの視点

○利用者の自立支援に必要なケアマネジ
メントの基本の修得

自立支援に資するケアマネジメントの実践

見直しのポイント

○介護支援専門員に関わる制度等の理解

○地域包括ケアシステムの中で、医療職をはじめとする多職種と連携・協働しながら、
専門職として役割を果たすことができる介護支援専門員の養成

地域包括ケアシステムの中で役割を果たす

より実践的な研修内容

○実務従事者基礎研修を統合し、研修修了後の実務により適切に対応できるよう研修内容及び時間を拡充。

実務研修の充実
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○「個人学習と相互学習」の科目を新設

【以下の科目を新設】
○「ケアマネジメント演習」

認知症、リハビリテーション、看護、福祉用具などに関する専門的な知識を学ぶとともに、
それらの知識を活用したケアマネジメントの展開技術を学ぶ

○「ケアマネジメントに必要な医療との連携及び多職種協働の実践」

カリキュラムの見直しのポイント「専門研修Ⅰ」

見直しの視点

これらを踏まえ

○ケアマネジメントを実践する上で必要となる認知症やリハビリテーションなどの専門的な知識・技術の修得
○これまでのケアマネジメント実践

自己研鑽

見直しのポイント

○専門職として自己研鑽していくことの重要性の意識づけを行う

専門的な知識・技術の修得

○講義中心、科目選択制であった研修内容及び科目を見直し、演習を中心とした研修内容としつつ、全て
の科目を必修化。

選択科目の必修化 演習中心
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○居宅と施設に分けたケアマネジメント演習として、科目選択制であった研修内容を見直し

○居宅と施設に分けることなく、受講者が担当している事例等を用いて演習を行う「ケアマネジメントの実
践事例の研究及び発表」の科目を新設
○居宅と施設の受講者双方が、相互に抱える課題等を理解するとともに、個々の事例の一般化を考察

カリキュラムの見直しのポイント「専門研修Ⅱ」

見直しの視点

これらを踏まえ

○介護支援専門員証の更新の度に繰り返し受講する研修（更新研修）にもなること
○様々な経験年数の者が受講すること

実践事例の研究及び発表

見直しのポイント

○演習中心とした研修内容

主体的に、個別支援の実践、ネットワークづくりや事例に応じた支援方法・内容の改善を行える力を
養う

○演習で扱う事例については、専門的なサービスの活用が求められる事例や入退院時等における医療と
の連携が必要な事例などを扱う

演習事例

16



○事業所内や地域の介護支援専門員に対する人材育成の方法等を修得させるため、「人事・経営管理」
を「人材育成と業務管理」に科目名を変更するとともに、研修内容を見直し。

カリキュラムの見直しのポイント「主任研修」

見直しの視点

○主任介護支援専門員としての役割を認識

人材育成

見直しのポイント

実践できる者を養成

○地域づくりに必要なネットワークの構築が実践できるよう、「ケアマネジメントに必要な医療との連携及び
多職種協働の実現」の科目を新設。

ネットワークの構築

○スーパーバイズを通じた人材育成

○地域包括ケアシステムの構築に向けた地
域づくり 等

地域づくり

○地域包括ケアシステムの構築に向けた地域づくりの実践のため、「コミュニティソーシャルワーク」の科
目について、地域ケア会議等を通じた地域課題の把握・解決などの内容を充実。

受講要件

○主任介護支援専門員に求められる役割を実践するにあたっては、自ら適切なケアマネジメントを実践で
きていることが前提となることから、その確認（自立支援に資するケアマネジメントの実践）を行う。

17

○介護保険制度や利用者等の支援に関する制度等に関する最新の動向を修得するため、「介護保険制
度及び地域包括ケアシステムの動向」を科目に設置。

カリキュラムの見直しのポイント「主任更新研修」

創設の理由

○主任介護支援専門員に求められる役割の重要性

介護保険制度等の最新動向の修得

研修内容のポイント

主任介護支援専門員として継続的な資質向上を図る

実践の振り返り

○主任介護支援専門員としての実践を振り返ることにより、更なる資質向上を図るため「主任介護支援専
門員としての実践の振り返りと指導及び支援の実践」を科目に設置。

受講要件

○主任介護支援専門員の更新研修の内容は、これまでの主任介護支援専門員としての実践の振り返り
が中心となることから、受講要件として、地域づくりや人材育成などの実践経験を求める。
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研修課程

実務 専門Ⅰ 専門Ⅱ 主任 主任更新

介
護
支
援
専
門
員
育
成
の
ア
ウ
ト
カ
ム
項
目

①介護保険制
度の知識

部分的 部分的 全体的 専門的 専門的

②コミュニケー
ション力

部分的
単純な
事例

複雑な
事例

支援困
難事例

支援困難
事例

③ケアマネジメ
ント実践力

経験不足 部分的 全体的 全体的 全体的

④多職種協働
チーム活用力

経験不足 未熟 部分的 包括的 包括的

⑤省察的思考
力

未熟 不十分 多面的 多面的 多面的

⑥生涯学習力
未熟 不十分 意欲的 指導的 指導的

⑦プロと意識と
倫理

未熟 未熟 不十分 実践的 実践的

⑧地域アプロー
チ

未熟 未熟 不十分 試行的 政策提言

アウトカム項目と熟達度

熟達度 最短10年で到達
19

研修改善事業 介護支援専門員関連研修のPDCAサイクルの確立

ＰＤＣＡの実行
（介護支援専門員
研修改善事業）

厚生労働省

都道府県

研修事業者

提言

委託・参画 結果の
フィードバック

結果の
フィードバック

研修向上委員会（都道府県）

ＰＤＣＡの実行
（介護支援専門員
資質向上事業）

研修向上委員会（国）

研修の実施

研修の企画

体系の構築

研
修
実
施
支
援

ガイドラインの
作成・更新
指導者の養成

新
た
に
仕
組
み
を
構
築

受講者
事業所

地域包括支援センター等

事前自己評価
項目の提示

受講前に目標設定（共有）

事後自己評価
他者評価

（振り返り）

設定した目標の
達成度評価

ポートフォリオ

サイクル②

サイクル①

サイクル③

研修企画・評価・
講師評価も含む研修の検証

指導者の育成 既
存
の
機
能
を
強
化

事
後
の
評
価
の
仕
組
み

実
情
に
合
わ
せ
て
実
施
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各研修における課題整理総括表を活用した学習の展開（例）

実務研修 専門研修Ⅰ 専門研修Ⅱ 主任研修 主任更新

アセスメント 振り返り・検討 研究・普遍化 指導・助言 研究・普遍化

（講義で利用する
事例について、情
報の収集・整理と
分析に基づいて課
題を整理する考え
方を学ぶ際に活
用）

・生活の状況の見
通しを検討するた
めの情報収集にお
いて他の専門職と
効果的に連携する
視点を学習する

・利用者の現在の
生活の状況におけ
る課題の根本的な
要因が何かを分析
する視点を学習す
る

（受講者が担当して
いる事例について
の振り返りの際に
活用）

・収集した利用者の
情報を基に、各専
門職との調整に
よって、整理した課
題と、その分析内
容を見直す視点を
学習する

・各専門職との調
整によって新たな
ニーズを把握し、自
身の事例を振り返
ることによって、複
数の対応策の可能
性を考える視点を
学習する

（事例研究で取り上
げる事例について、
課題の普遍化・一
般化の際に活用）

・各自の事例を基
に、改めて情報の
整理・分析を行うこ
とで、事例対象者
の個別の課題と地
域に共通する課題
を整理する視点を
学習する

・地域に共通する
課題を解決するた
めに、必要な社会
資源や多職種の連
携方法を提案する
視点を学習する

（指導時の相談者
自身のケアマネジ
メントの点検、振り
返りの際に活用）

・相談者自身にケ
アマネジメントの点
検・振り返りを行わ
せることで、情報の
整理・分析、見通し
の検討や課題の整
理等、個別の事例
についてポイントを
明確にしたうえで、
指導・助言する視
点を学習する

（指導時の相談者
自身のケアマネジ
メントの点検、振り
返りと、地域課題の
把握に活用）

・個別の事例につ
いて、個別の課題
と地域の課題の整
理を含め、より効果
的に指導・助言す
る視点を学習する

・地域に共通する
課題の解決に向け
た提案を実現して
いくための多職種
や多様な社会資源
との連携・働きかけ
の視点を学習する
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